


経営革新承認企業紹介

【経営革新支援制度とは】
新商品や新サービスの開発や提供等に取り組む県内中小企業者等の計画を「中小企業等経営強化法」に基づく「経営革新計画」

として県が承認することにより、様々な支援策が活用できる制度です。
今回は、令和 3 年度徳島県頑張る中小企業大賞の優秀賞を受賞された事業者様を御紹介します。

（有）あけぼの
経営革新計画承認日 平成28年6月8日 （取材日 令和4年7月1日）

【経営革新テーマ】
メーカー主導から貸衣装店主導のレンタル商品の製作と展開

【会社概要】
会 社 名：有限会社あけぼの
代 表 者：代表取締役 小田 一城
所 在 地：吉野川市鴨島町知恵島1586‒4
電話番号：0883‒24‒6208
Ｆ Ａ Ｘ：0883ｰ24‒6116
Ｕ Ｒ Ｌ：https://bridal.akebono-rental.com/

インタビュー対応者　小田 一城（有限会社あけぼの 代表取締役）

質問1
事業の内容を教えてください。
小田社長：当社は昭和33年に美馬市で
貸衣装店として創業し、平成7年に吉野
川市に移転しました。その後、平成15年
に少人数に特化した結婚式場「アンジェ
リーナ」をオープンし、本格的にブライダ
ル事業へ参入しました。15年程前から貸
衣装業のネットレンタルを開始し、大手
ネットレンタルショップに出店する等、
様々な取組を行っております。

質問2
経営革新計画の取り組み内容を
教えてください。
小田社長：ネットレンタル運営で汲み上
げた顧客ニーズを基に、メーカーと共同
でオリジナル商品のモーニングとディレ

クターズスーツを製作し、レンタルや販
売を始めました。

質問3
経営革新計画を策定した感想を
教えてください。
小田社長：ものづくり補助金の加点項
目であるため策定しましたが、策定後に
事業を再評価できたという点が一番良
かったと思います。

質問4
製作された商品について
教えてください。
小田社長：モーニングは、最も格式高い
正礼装で、一般的に結婚式で両家の父
親が着用するものです。ウエストライン
やパンツの配色にこだわり、どのような

体型の人でもスマートに見えるように工
夫しました。ディレクターズスーツは、準
礼装にあたり、結婚式に招待されたゲス
トが着用するものです。着用時の見た目
に加え、機能性も重視したデザインに仕
上げました。

質問5
今後の展開について
教えてください。

新型コロナウィルスの影響でブライダ
ル業界に逆風が吹くなかにおいても、
当社はこれからも貸衣装と挙式の新た
なプランを提供していきたいと考えてお
ります。現在は、エディブルフラワー（食
用花）に関連した新たな展開を予定し
ております。
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情報セキュリティの最新動向と対策 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
セキュリティセンター 中小企業支援グループ

 グループリーダー 江島将和

1.情報セキュリティの動向
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では、情報セキュリティの動

向を解説した資料「情報セキュリティ10 大脅威」を毎年発行している。
最新版となる「情報セキュリティ10 大脅威 2022」は、2021 年におい
て社会的に影響が大きかったセキュリティ上の脅威について、情報セキュ
リティ分野の研究者等のメンバーで構成する「10 大脅威選考会」の審議・
投票を行い、決定したものである。

組織の脅威 1 位は、昨年に引き続き「ランサムウェアによる被害」となっ
ている。ランサムウェアとは、データを暗号化して使えなくし、復号の条
件として金銭を要求するウイルスの一種である。2021 年も国内の企業
や病院等のランサムウェア被害が報道され、大きな話題となった。近年
のランサムウェア攻撃は、標的型攻撃と同様の手法で企業・組織のネッ
トワークに侵入したり、データを暗号化するだけでなく窃取して公開する
と脅したりして、金銭を支払わざるを得ないような状況を作り出す。標的
型攻撃と同等の技術が駆使されるため、この攻撃への対策は、例えば、
ウイルス対策、不正アクセス対策、脆弱性対策など、基本的な対策を、
確実かつ多層的に適用することが重要となる。また、どの組織でも被害
に遭う可能性があることを念頭において、バックアップの取得や復旧計
画を策定するなど、事前の準備も重要となる。

世の中には「情報セキュリティ10 大脅威」へランクインした脅威以外
にも多数の脅威が存在する。とはいえ、これらが利用する「攻撃の糸口」
は似通っており、脆弱性を突く、ウイルスを使う、ソーシャルエンジニア
リングを使う等の古くから知られている手口が使われている。IPAでは、
以下に示すように「攻撃の糸口」 を 5 つに分類し、それぞれに該当する
対策を「情報セキュリティ対策の基本」としている。「攻撃の糸口」に変
化がない限り、「情報セキュリティ対策の基本」による効果が期待できる
ので、これを意識して継続的に対策を行うことで、被害に遭う可能性を
低減できると考える。

2.情報セキュリティ対策の進め方
情報セキュリティ対策に取り組む中小企業から「どこから始めれば良い

か？」「どこまでやれば良いか？」という質問をいただくことが多い。そこ
で、IPAでは「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」において
情報セキュリティ対策を 4 段階で示し、企業の状況に応じて段階的にス
テップアップしていくことを推奨している。特に、1 段階目または 2 段階
目に取り組む中小企業を後押しするために、セキュリティ対策自己宣言
制度「SECURITY ACTION（セキュリティアクション）」を創設し、様々
な支援を行っている。

1 段階目（一つ星）の取組目標は、「情報セキュリティ5 か条」に取り
組むことを宣言すること。具体的には、「情報セキュリティ対策の基本」
で挙げた 5 つの対策に取り組むことで、情報セキュリティ対策をこれか
ら始めるようとする中小企業・個人事業主はここから取り組んでいただき
たい。

2 段階目（二つ星）の取組目標は、「5 分でできる！情報セキュリティ
自社診断」で自社の状況を把握したうえで、「情報セキュリティ基本方針」

を定めて外部に公開したことを宣言すること。「5 分でできる！情報セキュ
リティ自社診断」は、自社の情報セキュリティ対策の実施状況を把握す
るための 25 項目のチェックリストで、一つ星の 5 項目に加えて、メール
やインターネットの利用、物理的な情報の持ち出しや保管・破棄、さら
には従業員教育や委託先管理など組織的な対策項目が含まれる。情報
セキュリティ対策を組織的に取り組みたい中小企業はこちらに取り組ん
でいただきたい。

SECURITY ACTION を宣言することで、一つ星または二つ星のロゴ
マークを無料で利用することができるため、内外に対して情報セキュリ
ティ対策に取り組んでいることをアピールすることができる。また、IT 導
入補助金をはじめとする公的支援制度の申請要件等となっていて、宣言
のメリットは多い。

SECURITY ACTION は、IPA の Web サイト「情報セキュリティ対策
支援サイト」で宣言手続きが可能であるが、同サイトにて「5 分でできる！
情報セキュリティ自社診断」のオン
ライン診断ツールや自社診断の 25
項目に連動した e ラーニングツール、
対策強化に有用な各種資料をすべて
無料で提供しているので一度確認し
てほしい。

さらなる対策強化に取り組みたい中小企業は、中小企業の情報セキュ
リティ対策ガイドラインの 3 段階目以降に取り組んでいただきたい。3
段階目では、高度化するサイバー攻撃を検知・対処するために通信ログ
の取得や監視等を求めている。これを自社の担当者だけで実施すること
が難しい場合、外部サービスの活用は有効な選択肢となる。しかし、様々
な内容のセキュリティサービスが存在するため判断に迷う中小企業は少
なくない。そこで検討いただきたいのが「サイバーセキュリティお助け隊
サービス」である。

サイバーセキュリティお助け隊サービス制度は、「相談窓口」、「異常の
監視」、「緊急時の対応支援」、「簡易サイバー保険」等の中小企業のサ
イバーセキュリティ対策に不可欠な各種サービスをワンパッケージで安価
に提供する民間サービスを「サイバーセキュリティお助け隊サービス」と
して審査・登録する制度である。予算や人材に制約のある中小企業にお
いても無理なく導入・運用することができ、高度化するサイバー攻撃に対
する効果的な対策をとることができる。

サイバーセキュリティお助け隊サービスは、
IT 導入補助金 2022 セキュリティ対策推進
枠にて補助対象となっており、上限 100 万
円（補助率 1/2 以内）まで支援を受けるこ
とができる。もともと価格設定に上限があり
安価であるが、IT 導入補助金を活用するこ
とでさらに導入しやすくなる。

IPAでは、中小企業のサイバーセキュリティ対策水準の向上に向けて
様々なセキュリティ支援ツール・制度を提供している。本稿にて紹介した
ツール・制度を含め、IPA の Web サイトを一度確認してほしい。

IPA 中小企業向け情報セキュリティ対策
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/

■本文中に紹介したセキュリティ支援ツール・制度

情報セキュリティ10大脅威2022
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2022.html

中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/guideline/

SECURITY ACTION
https://www.ipa.go.jp/security/security-action/

情報セキュリティ対策支援サイト
https://security-shien.ipa.go.jp/

サイバーセキュリティお助け隊サービス
https://www.ipa.go.jp/security/otasuketai-pr/

IT導入補助金2022セキュリティ対策推進枠
https://www.it-hojo.jp/security/

昨年
順位 「個人」向け脅威 順位 「組織」向け脅威 昨年

順位
2 フィッシングによる個人情報等の詐取 1 ランサムウェアによる被害 1
3 ネット上の誹謗・中傷・デマ 2 標的型攻撃による機密情報の窃取 2

4 メールや SMS 等を使った脅迫・
詐欺の手口による金銭要求 3 サプライチェーンの弱点を悪用した

攻撃 4

5 クレジットカード情報の不正利用 4 テレワーク等のニューノーマルな
働き方を狙った攻撃 3

1 スマホ決済の不正利用 5 内部不正による情報漏えい 6
8 偽警告によるインターネット詐欺 6 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加 10

9 不正アプリによるスマートフォン
利用者への被害 7 修正プログラムの公開前を狙う攻撃

（ゼロデイ攻撃） New

7 インターネット上のサービスからの
個人情報の窃取 8 ビジネスメール詐欺による金銭被害 5

6 インターネットバンキングの不正利用 9 予期せぬ IT 基盤の障害に伴う業務停止 7

10 インターネット上のサービスへの
不正ログイン 10 不注意による情報漏えい等の被害 9

攻撃の糸口 情報セキュリティ対策の基本 目的
ソフトウェアの脆弱性 ソフトウェアの更新 脆弱性を解消し攻撃によるリスクを低減する
ウイルス感染 セキュリティソフトの利用 攻撃をブロックする
パスワード窃取 パスワードの管理・認証の強化 パスワード窃取によるリスクを低減する
設定不備 設定の見直し 誤った設定を攻撃に利用されないようにする
誘導（罠にはめる） 脅威・手口を知る 手口から重要視するべき対策を理解する

情報セキュリティ 10 大脅威 2022

サイバーセキュリティお助け隊
ロゴマーク

SECURITY ACTION ロゴマーク

情報セキュリティ対策の基本
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TOKUSHIMA CREATORS LIBRARYは、徳島県内のクリエイターを掲載・データベース化
したウェブサイトです。多くのクリエイターの登録を促すことにより、商品開発やプロモーショ
ンにあたり、県内クリエイターの技術や創造力を探している企業や人々が、希望通りのクリエイ
ターに出会う契機となることを目的としています。また、デザイン関連のセミナー情報なども発
信しています。

徳島で活躍する様々なクリエイターを紹介するウェブサイト『徳島クリ
エイターズ・ライブラリ』。こちらのページでは『徳島クリエイターズ・
ライブラリ』の登録クリエイターのインタビュー記事をお届けします。
今回のインタビューは、徳島市国府町の古民家でデザインスタジオを構

えているグラフィックデザイナーのナカバリ ヨウコさん。現在は個人でデ
ザイン業を行っていますが、かつては制作会社に勤めていたり、海外生活
を送っていたり、パン屋さんで働いたりと、豊富な経験をもとに仕事をさ
れています。

徳島クリエイターズ・ライブラリ

グラフィックデザイナー

ナカバリ ヨウコさん

facebook
https://www.facebook.com/
tokushimacreatorslibrary

twitter
https://twitter.com/
TokushimaCre

グラフィックデザイナー・
ナカバリ ヨウコさん

訪問したのは古民家を少し改装したナカバ
リさんの自宅兼事務所。場所は徳島市内で
すが、広い庭があってとても眺めの良いとこ
ろです。仕事の合間に、デスクから庭を眺め
て一息ついているんだとか。ところで、一口
にグラフィックデザイナーとはいっても様々
な仕事があると思いますが、ナカバリさんは
どのようなデザインをされているのでしょう
か？

「制作会社に勤めていたときはパンフレット
や新聞・雑誌広告など平面デザインの仕事が
多かったのですが、独立してからは農家さん
など食品関係の方々からのご依頼で商品の
パッケージをデザインさせていただくことが

多くなりました。例えば、いちご農家さんが
作ったいちごジャムのパッケージや、さつま
いも農家さんが作ったお菓子のパッケージな
どです」

そういったデザインの仕事は、知人からの
紹介や食のイベントでの出会いから広がって
いったのだそう。

自信を持って販売してもらうための
パッケージデザイン

現在仕事のメインになっているパッケージ
デザインについて、ナカバリさんはこう話し
ます。

「商品自体はすごく美味しいのに、そのパッ
ケージが商品の魅力に追いついていないこと
に不安を持たれている方ってたくさんいて。
そんな方々を見て、パッケージに不安がある
と商品は良くても自信を持って販売できない
ということに私自信も気付きました。だから
私のパッケージデザインは、その商品を自信
たっぷりに販売してもらうためのものなんで
す」

パッケージデザインをする際、そのテイス
トを決める要素は様々ありますが、その中の
ひとつは『販売する場所や人』だと言います。

「その商品をどこで誰に売りたいのかによっ
てデザインは変わります。例えば、中国など
アジア圏のデパートで販売したいという意向
があった商品のパッケージでは、和柄をあし

らったデザインにしたり、裏面に記載するレ
シピ例は日本語が読めなくても伝わるように
実際に調理・盛り付けして撮影した写真を多
く入れました」

ナカバリさんの本業はグラフィックデザイ
ンですが、パッケージデザインではその商品
を売り出すビジュアルをトータルプロデュー
スするために、写真撮影やコピーライティン
グも自分自身で行うことが多いのだとか。

また、個人事業となった今の仕事スタイル
について、
「個人で仕事を始めてから、お客さんと深い
付き合いができるようになりました。一緒に
飲みに行ったり、旅行したりとか。そうやっ
て、お客さんのことをよく知った上でデザイ
ンができるのが今の仕事スタイルの良いとこ
ろですね」
とナカバリさんは話します。

　そんなナカバリさん、ときには庭にある畑
での農作業で気分転換もしながら、最高の環
境で自身のクリエイティビティを発揮中。
「私のデザインは誰かに自信を持ってもら
うためのもの」そう話すナカバリさんの顔も
やっぱり自信に満ちています。

私のデザインの役目は、商品を
売り出す“自信”を作り出すこと

https://tokushima-
creators.net/

INTERVIEW

09企 業 情 報 とくしま 2022 .10 No.471



弁理士
　　から一言

1.はじめに
皆様、こんにちは。弁理士の和田隆滋（わだりゅうじ）です。

知財に関する情報を皆様にお伝えさせていただいております。

さて、第 14 回目は、「知的財産権に関する判例紹介 4」

についてお話をさせていただきます。

2.知的財産権に関する判例の重要性
知的財産権のうちの、特許権、意匠権、商標権について

は、特許庁の行政処分によって権利が発生するものでありま

すが、権利行使による侵害の存否については裁判所が判断

することになります。また、裁判所の判例によって、法解釈

が変わることや法改正に至る場合までもあります。我が国の

法律の建付けでは、特許庁は裁判所の判断に従わなければ

なりません。このため、知的財産権に関する判例は、我々弁

理士のみならず事業者にとっても非常に重要なものでありま

す。

今回は特許法における重要な判例を紹介することで、特許

のみならず知財権の基本的な考え方や捉え方を説明すること

ができればと思います。

3.インクタンク事件
インクタンク事件（最高裁平成 19 年 11月 8 日第一小法

廷判決）とは、「インクジェットプリンタ用インクタンクに関

する特許の特許権者により我が国及び国外で譲渡された特

許製品の使用済みインクタンク本体を、第三者が利用しこ

れに加工するなどして製品化したインクタンクについて、特

許権者による権利行使が認められた事例」（引用：Courts in 

Japan の HP）のことです。

争点は、特許権の消尽（しょうじん）の抗弁が認められる

かどうかということです。特許権の消尽とは、適法に販売さ

れた特許に係る製品が転売など転々流通している場合には、

当該製品について特許権の効力が及ばない状態をいいます。

本件においては、被告は、原告の正規品のインクタンク（使

用済み）を利用していますので、特許権の消尽が認められて

もよいようにも思えます。しかし、被告は、使用済みのイン

クタンクに孔を空ける加工を行っていますので、加工後の製

品は原告が販売している製品とは同一性がないものと判断さ

れました。このため、被告は原告の製品とは異なる製品を製

造販売しているため、被告が原告の特許権を侵害していると

判断されました。

4.インクタンク事件による特許の捉え方
本件判決によって、事業者は特許をどのように捉えるべき

でしょうか。本件は、特許の消尽が争点となりました。形式

的には被告の行為は特許権の消尽に該当しますが、実質的

に判断すると被告の行為は特許権の消尽に該当しないという

ことになりました。

単に、商品を転売するような場合は特許権の消尽が成立

するのですが、本件のように、特許に係る製品を加工して、

原告の製品と同一性を欠くようなことがあれば、特許権の消

尽が成立しないということです。同一性の判断は、例えば、フィ

ルターや電池などの消耗品を新品に交換する場合は問題な

いのですが、別の最高裁の判例（BBS 最高裁判決参照）で

は、「当該特許発明の主要な構成に対応する主要な部品を交

換するなどして、修理等の域を超えて、実施対象を新たに生

産するものと特許法上評価される行為、すなわち、特許発明

知的財産権に関する判例紹介4
弁理士は敷居が高いと感じることもあると思いますが、身近な存在であり随時
相談を受け付けております。ぜひお気軽にお越しいただければと思います。

和田特許事務所
弁理士　和田 隆滋
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の主要な構成に対応する主要な部品の交換等により、特許

権者等が譲渡した特許製品に含まれる実施対象と同一のも

のとはみなされなくなるものを生産する行為は、もはや単なる

修理やオーバーホールなどということはできず、特許権者等

が本来専有する実施権である、特許発明の実施対象を生産

する行為に該当し、この新たな生産行為について、当該特許

権の効力が及ぶのは当然というべきである。」と説示されてい

ます。

これらの判例から再生産の範囲は非常に広いことがわかり

ますので、特許に係る製品に加工を加えて販売すると特許権

の侵害が成立するとお考えいただいて問題ないかと思います

（製品の部品を交換する際に、特許権者等から当該部品を購

入する場合は消尽が成立すると思われます）。

5.さいごに
今回はインクタンク事件を紹介することで、特許権の消尽

についてお話をさせていただきました。消尽は、特許権のみ

ならず、意匠権、商標権、著作権等の知財権全般に適用さ

れる考えです。ただし、著作権の場合は、例外的に映画の

著作物については消尽が適用されないこともご注意ください。

消尽は、法律で規定されているものではなく、市場経済の

慣行の観点から認められていますので、その製品の態様毎に

知財権が消尽しているかどうかを判断することが必要となり

ます。

消尽についてご不明な点がございましたら、我々弁理士に

ご相談ください。

著者略歴

日本弁理士会四国支部　
支部長　和田 隆滋　（弁理士登録番号19945）
1977年　徳島市生まれ
徳島大学　大学院　工学研究科　卒（2004年）
地元の半導体関連会社に入社（2004年4月）。生産技術部で7
年間従事し、その後、東京の特許事務所を経て、徳島において
和田特許事務所を開業（2016年9月）。
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IT コーディネーターの吉村です。徳島県よろず支援拠点では、
IT 活用・人手不足対応のコーディネーターとして週 1 回程度勤務
しております。

2019 年度より徳島県よろず支援拠点のコーディネーターを拝
命し、様々な内容のご相談をお受けしてきましたが、最近流行り
の RPA と IT 導入補助金について紹介いたします。

【RPA とは】
RPA（Robotic Process Automation）とは、定型的な業務（ルー

チンワーク）を自動化する技術です。人が行っていた業務を自動
化することで、働き方改革の推進や、昨今の人手不足に対する解
決策としても期待されています。

人がやるべき業務を代わって行うことから、「Digital Labor（仮
想知的労働者）」とも呼ばれます。

【RPA でできること】
先に書きましたが、基本的には定型的な業務をすることができ

ます。
毎月の請求書発行やメール送信、また、決まった情報収集など

は RPA にうってつけだといえます。
逆に、判断を必要とするような業務については RPA での対応

が難しくなります。
上記請求書やメール送信も、定型的なことでなく、データがな

い状態で人の判断の上で行わなければならない業務は RPA での
対応が難しい場合もあります。

【AI やマクロとの違い】
RPA と並び、最近よく聞く「AI」、また定型業務を自動化する

といえば「マクロ」、これらとの違いは何でしょうか。
AI は「人工知能」といわれ、収集したデータをもとに学習がで

き、そこからの判断が可能ということが特徴です。
定形外業務が苦手な RPA に組み込むことで、複雑な業務の自

動化に役立てられるようになりました。
MicrosoftExcel 内のマクロは、Excel 内での作業を記録して繰

り返すことのできる機能です。定型的な業務を繰り返すことは
RPA と同じですが、Excel 内のことに限定される上、VBA といわ
れるプログラム言語を用いて記述するため、専門的な知識が必要
になってきます。

【RPA のメリット】
RPA を導入すると、何がいいことがあるのでしょうか。人は得

てして変えることを嫌がります。面倒だからではないでしょうか。
その面倒なことをしてでも導入するメリット
人の手を介さずに（ほとんど使わずに）業務を遂行できるために
　　・コスト削減
　　・人手不足対応
　　・人依存からの脱却
人が行うよりたいていの場合、早いために
　　・納期短縮
コンピュータの特徴として、正確な指示を出せば正確に動作する
ために
　　・ミスがなくなる

【RPA の導入】
無料で使える RPA、パソコン 1 台から手軽に始めることがで

きる RPA もあります。
まずはお手軽に導入し、個人の業務を自分なりに自動化してみ

ることをお勧めします。
感覚が分かれば、どんなことを RPA に置き換えることができ

るのかも見えてくるのではないでしょうか。

【IT 導入補助金とは】
中小企業・小規模事業者の皆様が IT ツール導入に活用する補

助金です。
通常枠（A 類型・B 類型）・デジタル化基盤導入枠・セキュリティ

よろず
徳島県

支援拠点
中小、零細企業者のあらゆる経営上の悩みに対応するため、（公財）とくしま産業振興機
構内に「徳島県よろず支援拠点」を開設しています。皆様のお役に立ちそうな支援内容を
「徳島県よろず支援拠点」のコーディネーターが交代で紹介していきます。

RPA（Robotic Process Automation）と
IT導入補助金

吉村健太　徳島県よろず支援拠点コーディネーター
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推進対策枠があります。

他の補助金と少し違い、IT 導入補助金では IT ベンダーが「IT
導入支援事業者」に登録し、かつその IT 導入支援事業者が IT ツー
ルを登録します。

補助対象経費は、「IT 導入支援事業者」に対する支払いであり、
登録された IT ツールへの支出である必要があります。

申請の手順としては、まず必要な IT ツールを IT 導入補助金
2022 の公式サイト（https://www.it-hojo.jp/）より検索し、登録
してある IT 導入支援事業者に連絡の上、支援を受ける必要があ
ります。

【補助対象者】
中小企業、小規模事業者でありますが、それぞれの定義につい

ては割愛します。公募要領をご確認ください。
IPA（独立行政法人情報処理推進機構）が実施する情報セキュ

リティ対策に取り組むことを自己宣言する制度、「SECURITY 
ACTION」の宣言と、電子申請に必要な gBizID の取得が必要に
なります。

【補助対象経費】
ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費。デジタル

化基盤導入枠（デジタル化基盤導入類型）はそれらに加えハード
ウェア購入費が対象です。

IT ツールとして登録されたソフトウェアについてはそれぞれに
プロセスが定義されており、類型により、1 ～ 4 以上のプロセス
を含んでいなければ申請できないため注意が必要です。

【補助額・補助率】
通常枠
　A類型
　　�補助対象経費区分：ソフトウェア購入費・クラウド利用料

（1年分）・導入関連費
　　補助率：1/2以内
　　�補助額：30万円～150万円未満
　B類型
　　�補助対象経費区分：ソフトウェア購入費・クラウド利用料

（1年分）・導入関連費
　　補助率：1/2以内
　　�補助額：150万円～450万円以下
デジタル化基盤導入枠
　デジタル化基盤導入類型
　　�補助対象経費区分：ソフトウェア購入費・クラウド利用料

（2年分）・導入関連費
　　�補助率：3/4以内  補助額：5万円～50万円以下
　　�補助率：2/3以内  補助額：50万円～超350万円
　　ハードウェア購入費
　　　�PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複

合機器：補助率1/2以内、補助上限額10万円
　　　�レジ・券売機等：補助率1/2以内、補助上限額20万円
セキュリティ対策推進枠
　　補助額：5万円～100万円
　　補助率：1/2以内

　　�機能要件：独立行政法人情報処理推進機構が公表する「サイ
バーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されてい
るいずれかのサービス

　　�補助対象：サービス利用料（最大2年分）

大きな特徴は、デジタル化基盤導入枠においては、ハードウェ
アの購入費まで補助されるというところでしょう。ただし、有料
の IT ツールも必須のため、パソコンのみ購入しそれの補助をして
もらう…という使い方はできません。

また、通常枠以外ではクラウド利用料が最大 2 年分補助される
というところも見逃せません。

【スケジュール】
執筆時点での残スケジュールです。

通常枠
　A・B類型
　　6次締切：10月  3日（月）17:00
　　7次締切：10月31日（月）17:00予定
　　8次締切：11月28日（月）17:00予定
デジタル化基盤導入枠
　デジタル化基盤導入類型
　　11次締切：  9月20日（火）17:00
　　12次締切：10月  3日（月）17:00
　　13次締切：10月17日（月）17:00予定
　　14次締切：10月31日（月）17:00予定
　　15次締切：11月14日（月）17:00予定
　　16次締切：11月28日（月）17:00予定
セキュリティ対策推進枠
　　2次締切：10月  3日（月）17:00
　　3次締切：10月31日（月）17:00予定
　　4次締切：11月28日（月）17:00予定

※参考・引用：https://www.it-hojo.jp/

徳島県よろず支援拠点

徳島県よろず支援拠点
徳島県徳島市南末広町5番8-8
徳島経済産業会館2階

電話088‐676‐4625
ＨＰ https://yorozu-tokushima.go.jp/

【平日】9：00 〜17：45
【休日相談会】
●第２・第４日曜日
　10：00 〜17：00
　徳島駅前ポッポ街
●第 1・第 3 土曜日
　10：15 〜17：00
　アミコビル 9F

新型コロナウイルスに関する
経営相談窓口を設置しております。
相談希望の方は上記、徳島県

よろず支援拠点にご連絡ください。

よろずにゴー

よろず支援拠点の連絡先は以下のとおりです。

（最新情報を確認して下さい）

受付時間
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セミナー名 開催日時 場所 概要 受講料

【第 5 回　DX 推進セミナー】
生産管理システム・図面検索
システム活用セミナー

10月25日 オンライン、
とくしま産業振興機構

【システムベンダーによる事例
紹介セミナー　第2弾】事例紹
介を通じ、その効果や導入にあ
たって留意すべき点等をご説明
します。

無料

TOKUSHIMA CREATORS LIBRARY
プレゼンツ　
デザインセミナーVol.4 
クリエイターを知ろう！
クリエイター業種解説セミナー

10月26日 オンライン、
とくしま産業振興機構

本セミナーでは、5人のクリエ
イターがそれぞれの業種や作品
を解説します。

無料

事業再構築補助金セミナー 11月7日 オンライン、
とくしま産業振興機構

本セミナーでは、事業再構築補
助金の概要やポイント、注意点な
どを解説します。

無料

小規模事業者持続化補助金
セミナー 11月25日 オンライン、

とくしま産業振興機構

本セミナーでは、小規模事業者
持続化補助金の概要や申請書作
成のポイント、注意点などを解説
します。

無料

起業力養成講座
10月7日から
毎週配信
全15回

（参加随時受付）

オンライン

実業家やベンチャー起業家、銀
行員、中小企業診断士といった各
分野の専門家が創業に必要な基
礎知識を解説します。

2,000円

近日開催の平成長久館セミナー一覧

平成長久館セミナー

セミナーについての詳細は、
こちらのページで御確認ください。

とくしま経営塾「平成長久館」では、開催するセミナーの
ご案内などを掲載した「長久館メールマガジン」を発行し
ています。
次のQRコード先よりお申し込みいただけましたら、ご登
録情報へ開催セミナーのご案内をさせていただきます。

皆様のお申し込みをお待ちしています。

　　お申し込みはこちら

　  平成長久館メールマガジンのご案内

■ 企業力の強化、企業や組織の核となる「人財」の育成を支援

とくしま経営塾

× Digital平成長久館 長久館

企業の人財育成・新事業展開を目指すデジタル技術を活用した

デジタルちょうきゅうかん
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封鎖解除後、社会経済回復
に向けた課題は？
6月1日に2か月間にわたる都市封鎖（ロックダウン）が解除
された上海市。大幅に落ち込んだ工業生産は封鎖解除後に急
回復、これに伴い社会消費も少しずつ以前の状態に戻りつつ
ありますが、一方で課題も見られます。

上海市の封鎖により都市機能がほぼすべてストップし、多く
の現場が生産停止を余儀なくされた 2022 年 4 ～ 5 月の工業生
産額は前年同期比で 4 月が約 6 割、5 月が約 3 割減少しました。

6 月 1 日に封鎖が解除されると同時に多くの工場では生産
活動を再開、しばらくの間は原材料や製品に関する物流、上
海と他の都市間の移動制限などが課題となっていましたが、こ
れも少しずつ解消の傾向にあることから、前年同期比で 6 月
14.7％、7 月 15.3％、8 月も 14.6％の増加と改善傾向が続い
ています。

市民の消費行動を表す指標のひとつ「社会消費額」の動向に
ついて、上海市統計局が発表する月別の数値を表にまとめまし
た。2022 年は 2 月 1 日に春節（旧正月）を迎え、これ以前の
1 月の消費額が増加、2 月も横ばいの状況でしたが、市内での
感染拡大傾向が見え始めた 3 月は大幅な減少に転じました。3
月下旬からは店内飲食を中止する飲食店も日を追って多くなり、
特に「飲食・宿泊」は 5 割近く減少しています。

4 月、5 月は言わずもがなの大幅減少。6 月に入って封鎖解
除により街に人は戻ったものの、6 月当初のスーパーマーケッ
トでは野菜や調味料などで欠品が目立ち、商品が置かれていな
い棚も見られました。政府の指示により店内飲食は禁止され、
持ち帰りやデリバリーに限られる状況で、工業生産額のような
いきなりの回復とはなりませんでした。

6 月下旬ごろからスーパーでの品揃えは回復し始め、7 月か
らは店内飲食も再開。7 月の卸・小売りに関する消費額は前年

同期比でプラスに転じるとともに、飲食・宿泊についても改善
傾向にあり、潮目が変わりつつあることが伺えます。

しかし、少しずつ再開はされているものの多くの人が集まる
催しは延期や中止が目立ち、上海市だけでなく他都市での封鎖
措置や移動規制などにより 4 月 5 月は 100% 近く減少した旅
客輸送人数の回復は 7 月で前年比 4 割程度にとどまり、8 月に
なってようやく横ばいまで回復してきました。人流回復の遅れ
が社会消費額、特に飲食・宿泊に影響しており、今後の社会経
済復興への課題と考えられます。

7 月以降、上海市内での一日の感染確認は一桁台が続いてお
り、ゼロの日も目立ちます。そのほとんどは感染者が出たため
封鎖された地域内でのもので、社会面での感染（経路不明の感
染）はごく少数に限られています。

一方、9 月中旬から 10 月上旬にかけての中国全体における
感染確認は一日に千件程度、都市ごとに見ると最大で数百件程
度と日本に比べると格段に少ないものの、中国政府がゼロコロ
ナ政策を堅持している中で封鎖に至るような地域も見られ、こ
のことも人の流れの回復を阻害する大きな要因になっています。

先日、中国共産党全国代表大会（党大会）が 10 月 16 日に
北京市で開催されることが発表されました。この場でゼロコロ
ナ政策に関する何らかの発表があるのではないかという憶測が
見られます。移動に関する規制の緩和により人の流れが回復し、
経済が加速されることが期待されます。

写真）上海市内の商業施設。買い物客は確実に増加している。

注 1）「前年比」は 2021 年の同じ月との比較を表す。
注 2）表中の△はマイナスを表す。
出所）上海市統計局の公表数値から上海事務所作成

表）上海市内の社会消費額の月別推移（2022 年 1 ～ 8 月） （単位：億元、%）

アジア展望
上海事務所だより

山田 寛之
（公財）とくしま産業振興機構

上海事務所　所長

卸・小売り 飲食・宿泊 合  計

金　額 前年比 金　額 前年比 金　額 前年比

1月 1,638.16 6.4 134.47 12.7 1,772.63 6.9

2月 1,266.08 △ 0.2 112.13 1.3 1,378.21 △ 0.1

3月 1,160.95 △16.4 70.49 △45.9 1,231.44 △18.9

4月 680.24 △45.7 36.73 △72.5 716.97 △48.3

5月 897.72 △33.7 50.57 △63.6 948.29 △36.5

6月 1,464.41 △ 1.4 79.01 △38.5 1,543.42 △ 4.3

7月 1,283.97 2.2 96.78 △19.9 1,380.75 0.3

8月 1,299.92 2.7 114.47 0.8 1,414.39 2.5
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お知らせ

徳島県の経済団体・支援機関から企業の皆様のお役に立てる情報をお伝えしています。徳島経済産業
会館だより公益財団法人 とくしま産業振興機構

事業承継支援補助金のお知らせ

来月号は、学生が参加したクリエイター養成塾のリポートをお伝えします。

（A）事業承継・引継ぎ補助金　3次以降の募集のお知らせ

（B）徳島県事業承継支援費補助金の募集のお知らせ

上記（A）（B）の詳細についてのお問い合わせ先
（A）事業承継・引継ぎ補助金：事業承継・引継ぎ補助金事務局

　　【経営革新事業】 ☎050-3615-9053
　　【専門家活用/廃業・再チャレンジ】 ☎050-3615-9043

（B）徳島県事業承継支援費補助金：徳島県商工労働観光部 商工政策課　 ☎088-621-2757
　※お問い合わせ前に、公募要領等をご確認ください。

事業承継についての相談窓口（定期個別相談会：毎月第二木曜日、要予約を実施中）
徳島県事業承継・引継ぎ支援センター　☎ 088-679-1400（相談無料、秘密厳守）

徳島県経済の持続的な発展を図ることを目的に、県内中小企業に蓄積された優れた技術やノウハウ
を次世代に引き継ぎ、安定的な雇用を確保するとともに有用な経営資源の散逸を防ぐため、県内中
小企業の円滑な事業承継に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。

補助上限　30万円 　　　補 助 率　1/2
対象経費　�①�親族・従業員等への事業承継に係る経費（承継に係る専門家への委託費、許認可に

係る費用など）
　　　　　②�M&Aの仲介委託等に係る経費（動産・不動産の登記に係る書類作成費、M&Aに係

る専門家派遣への委託費用、廃業費用など）
申請受付締切　申請受付中（予算の上限に達し次第受付終了）

中小企業者及び個人事業主が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取組を行う事
業等について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、
我が国経済の活性化を図ることを目的とします。

補助上限 【経営革新事業】（創業支援型、経営者交代型、M&A型）600万円
　　　　 【専門家活用事業】（買い手支援型、売り手支援型）600万円（M&A未成立：300万円）
　　　　 【廃業・再チャレンジ事業】150万円
補 助 率　2/3（経営革新事業：補助額のうち400万円超～600万円の部分は1/2）
対象経費 【経営革新事業】人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、産業財産権等関連経費、
　　　　　　　　　　　　マーケティング調査費、広報費、会場借料費　
　　　　 【専門家活用事業】システム使用料、保険料　
　　　　 【共通】謝金、旅費、外注費、委託費、廃業費
申請受付締切　3次公募：10月上旬～11月下旬　　4次公募：12月下旬～2月上旬


